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薬事情報センターからのお知らせ 
 

○第１１１回薬剤師国家試験の結果について 
 
 第１１１回薬剤師国家試験（令和８年２月２１日、２２日実施）の結果が、３月２

５日厚生労働省より発表されました。 
 試験結果は、受験者数１２，７７４名のうち、合格者数は８，７４９名、合格率は

６８．４９％となりました。 
 都道府県別合格者数のうち合格証書の山梨県送付者数は、５４名となっています。 
 

 
厚生労働省ホームページに詳細が掲載されています。 
厚生労働省ホームページ＞報道・広報＞報道発表資料＞報道発表資料 2026 年 3 月（＊3 月 25 日の項）

＞国家試験合格発表（速報）＞第 111 回薬剤師国家試験の合格発表を行いました 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199343_00017.html） 
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○令和８年（２０２６年）春の花粉飛散状況 

 

山梨県衛生環境研究所発表
観測場所：衛生環境研究所
　　　　　甲府市富士見1-7-31
観測時間：午前９時～翌朝午前９時（累計２４時間）
単位：１平方センチあたり
（　）：令和７年（２０２５年）データ

・予測飛散数：８４００個/cm²（甲府地区）

観測月日 スギ花粉 ヒノキ花粉 観測月日 スギ花粉 ヒノキ花粉
2月1日 0 0 3月1日 256.7 0
2月2日 0 0 3月2日 277.8 0.2
2月3日 0 0 3月3日 2.3 0
2月4日 0.2 0 3月4日 33.3 0
2月5日 0.2 0 3月5日 60.4 0.2
2月6日 0 0 3月6日 90.3 0
2月7日 0 0 3月7日 65.7 0
2月8日 0 0 3月8日 90.5 0.2
2月9日 0 0 3月9日 53.0 0.5
2月10日 0 0 3月10日 26.6 0.2
2月11日 0 0 3月11日 71.1 0.5
2月12日 0 0 3月12日 79.4 0.7
2月13日 0.9 0 3月13日 14.8 0
2月14日 1.9 0 3月14日 38.2 0.5
2月15日 8.8 0 3月15日 76.9 35.6
2月16日 3.0 0 3月16日 97.4 5.6
2月17日 8.8 0 3月17日 53.5 11.1
2月18日 3.5 0 3月18日 38.2 66.9
2月19日 4.2 0 3月19日 50.0 6.5
2月20日 17.4 0 3月20日 77.8 222.9
2月21日 100.7 0 3月21日 22.2 65.3
2月22日 149.8 2.5 3月22日 15.0 297.2
2月23日 69.0 0 3月23日 108.6 66.7
2月24日 466.2 0 3月24日 48.4 196.5
2月25日 1.9 0 3月25日 2.5 50.2
2月26日 23.1 0.2 3月26日 1.6 20.1
2月27日 407.9 0 3月27日
2月28日 81.0 0 3月28日

3月29日
3月30日
3月31日

観測月日 スギ花粉 ヒノキ花粉

初観測日：初めて花粉が
０個以上観測した日

１月１６日
（１月５日）

２月２２日
（２月２８日）

飛散開始日：２日連続で
１個以上花粉を観測した
最初の日

２月１４日
（２月１４日）

３月１５日
（３月１日）

飛散終了日：３日連続で
０個が続いた翌日 （４月１８日） （５月７日）
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○定期購読から 
 
薬事情報センターで定期購読している雑誌の目次を一部掲載したものです。 
貸し出し、ＦＡＸ、コピー等はできませんので、事務局にて閲覧をお願いします。 
               月刊薬事 2026 Vol.68No.4 
               【特集】悩みは何？それはダメなの？子どものこころの成長を

守る薬物療法 
                ・神経発達症群の考え方と薬物療法 
                 ・神経発達症の子どもたちに対する精神科薬物療法 
                 ・自閉スペクトラム症 
                 ・注意欠如多動症 etc 
                ・注意欠如多動症（ＡＤＨＤ） 
                ・子どもの心身症の考え方と薬物療法 
                ・オーバードーズ・ドラッグ 
               ◇精神科のおくすり事情 
                ・１年以上睡眠薬を服用しているが、なおも寝付けないとい

う主婦 ―不眠障害の処方箋 
 
               調剤と情報 2026 Vol.32No.3 
               【特集】見逃すな！オピオイドの隠れ副作用 
                   導入時から、患者状態をしっかり評価 
                 ・オピオイドの「レアな副作用」を知る 
                 ・オピオイド鎮痛薬のおさらい 
                 ・病院・薬局薬剤師連携によるオピオイド患者管理の最適

化 
                 ・レアだけど、患者にとっては苦痛な排尿障害 
                 ・レアなのか？オピオイド関連皮膚トラブル 
                 ・緩和領域で皮下投与できる薬剤＆トラブル対策 etc 
               【今月の話題】 
                ・令和８年度（２０２６年度）の厚生労働省薬剤師・薬局関係

の予算について 
 
               薬局 2026 Vol.77No.3 
               【特集】注射剤取扱いドリル 
                   正しく計算、正しく評価、望ましい薬物治療 
                ・基礎編 
                 ・確認ドリル 添付文書情報などを参考に計算してみよう 
                 ・計算結果を評価し、安全な薬物療法につなげる 
                ・応用編 
                 ・輸液投与量計算ドリル、水分必要量計算ドリル、栄養計

算ドリル、鎮静薬計算ドリル、腎機能計算ドリル、オピ

オイド計算ドリル、循環作動薬計算ドリル、抗がん薬計

算ドリル、小児薬用量計算ドリル 
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○薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業について 

 
 医療安全対策委員会では、標記事業の参加登録の推進を行っております。共有すべ

き事例２０２６年Ｎｏ.１が公開されています。 

日本医療機能評価機構ホームページからご覧いただけます。 

（http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/） 
 参加登録及び事例報告をお願いいたします。 

 

共有すべき事例 ２０２６年Ｎｏ.１ 
事例１ 調剤に関する事例【一包化調剤における薬剤間違い】 
事例 【事例の詳細】 

 薬剤師Ａは、患者Ｘ、患者Ｙの順に、自動錠剤分包機でユニバーサルカセッ

トを用いて一包化調剤を行った。薬剤師Ｂが鑑査を行い２名の患者に薬剤を交

付した後、患者Ｙに処方されたタケキャブＯＤ錠１０ｍｇがユニバーサルカセ

ットに残っていることに気付いた。患者Ｙから薬剤を回収して確認したとこ

ろ、薬包のうち２包にタケキャブＯＤ錠が入っておらず、患者Ｘに処方された

エンレスト錠１００ｍｇが混入していた。 

【背景・要因】 

 薬剤師Ａは、患者Ｘの一包化調剤を行う際、ユニバーサルカセットにエンレ

スト錠１００ｍｇを１４錠入れるべきところ誤って１６錠入れたため、分包終

了後にはユニバーサルカセットにエンレスト錠１００ｍｇが２錠残っていた。

続いて患者Ｙの一包化調剤を行う際、薬剤師Ａはユニバーサルカセットの中を

確認せずにタケキャブＯＤ錠１０ｍｇを入れ、分包終了後もユニバーサルカセ

ット内を確認しなかった。鑑査を行った薬剤師Ｂは、それぞれの患者の１包目

は処方箋の内容と薬剤を照合したが、２包目からは錠数だけを確認したため、

分包された患者Ｙの薬剤が処方内容と異なることに気付かなかった。 

【薬局から報告された改善策】 

 自動錠剤分包機のユニバーサルカセットを使用する際には、使用前後にカセ

ット内に薬剤が残っていないか確認する。業務開始時や終了時にもカセット内

の確認を行う。一包化調剤された薬剤を鑑査する際には、１包目だけではなく

すべての薬包について処方内容と薬剤を照合する。 

事例のポイン

ト 

・ユニバーサルカセットは、自動錠剤分包機で使用される多様な形状の錠剤・

カプセルに対応できる汎用型カセットである。専用カセットの入れ替え作業

や手撒き分包の負担を軽減できる利点がある一方で、使用前後の確認を怠る

と、残存した薬剤が別の患者の一包化調剤時に混入する可能性があることに

留意する必要がある。 

・ユニバーサルカセットの使用にあたっては、薬剤を入れる前と分包終了後に、

さらに１日の業務終了時に、カセット内に薬剤が残っていないことを確認す

る作業を手順に定め、遵守することが重要である。 

・使用する分包機の特性にかかわらず、一包化調剤した薬剤を鑑査する際は１

包目のみの照合では不十分であり、すべての薬包について処方内容と分包さ

れた薬剤を照合する必要がある。特に複数の患者の薬剤を連続して分包する

場合には、他剤混入のリスクが高まることを前提に、より確実に照合を行う

ことが重要である。 

・調剤機器は年々性能が向上しているが、最新の機器であってもピットフォー

ル（落とし穴）が生じることを念頭に置いて作業する必要がある。安全に業

務を行うには、調剤機器を新たに導入した際に調剤機器製造業者の推奨する

確認手順を参考にして業務手順書を改訂し、取り決めた確認作業を継続して

行っていくことが重要である。 
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事例２ 調剤に関する事例【名称類似薬の取り違え】 
事例 【事例の詳細】 

 ７０歳代の患者にロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワイ」が処方された。薬

剤師Ａは誤ってロラゼパム錠１ｍｇ「サワイ」を調製した。鑑査を担当した薬

剤師Ｂが間違いに気付き、正しい薬剤を調製し直した。 

【背景・要因】 

 ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワイ」とロラゼパム錠１ｍｇ「サワイ」は

同じ引き出しの中に薬剤を外箱に入れた状態で保管していた。当薬局ではロラ

ゼパム錠１ｍｇ「サワイ」を取り扱う頻度が高く、薬剤師Ａはロラゼパム錠１

ｍｇ「サワイ」が処方されたと思い込んで調製した。 

【薬局から報告された改善策】 

 引き出しに仕切りを設置し、ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ「サワイ」とロラ

ゼパム錠１ｍｇ「サワイ」の外箱に「名称類似の薬剤あり」と書いたラベルを

付けた。調製時は処方箋に記載された薬剤名を一文字ずつ確認して薬剤を取り

揃え、次の調剤工程に進む前に取り揃えた薬剤の名称を再度確認する。 

その他の情報 販売名 ロフラゼプ酸エチル錠１ｍｇ

「サワイ」 

ロラゼパム錠１ｍｇ「サワ

イ」 

効能又は

効果 

神経症における不安・緊張・

抑うつ・睡眠障害 

心身症（胃・十二指腸潰瘍、

慢性胃炎、過敏性腸症候群、

自律神経失調症）における不

安・緊張・抑うつ・睡眠障害 

神経症における不安・緊張・

抑うつ 

心身症（自律神経失調症、心

臓神経症）における身体症候

並びに不安・緊張・抑うつ 

用法及び

用量 

通常、成人には、ロフラゼプ

酸エチルとして２ｍｇを１日

１～２回に分割経口投与す

る。 なお、年齢、症状に応じ

て適宜増減する。 

通常、成人１日ロラゼパムと

して１～３ｍｇを２～３回に

分けて経口投与する。なお、

年令・症状により適宜増減す

る。 

製品画像 

  
※sawai medical site医療関係者向け総合情報サイトより引用（２０２６年１月８日参照） 

事例のポイン

ト 

・向精神薬は、鍵付きのシャッターが付いた棚や引き出しなどで管理する必要

があり、限られたスペースで複数の薬剤を保管するケースが多い。そのため、

名称または外観が類似した薬剤でも近接して配置せざるを得ない場合があ

る。このような環境下で薬剤を正しく取り揃えるには、取り違えを防止する

ための対策が重要になる。 

・名称や外観が類似した薬剤を同じ引き出し内で保管する場合、本事例の改善

策のように仕切りを設けて薬剤を定位置に配置する、外箱に注意喚起の札を

取り付けるなどの対策は有用である。 

・名称が類似する薬剤は取り違えが発生しやすいことから、レセプトコンピュ

ータに入力された処方データと取り揃えた薬剤を突合する調剤監査支援シ

ステムを導入するなど、薬剤の鑑査の精度を高めるための対策を講じること

が望ましい。 
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事例３ 一般用医薬品等に関する事例【受診勧奨（来局者の症状）】 
事例 【事例の詳細】 

 ３０歳代の女性が、口唇ヘルペスの再発治療薬であるヘルぺシアクリームを

購入するため来局した。薬剤師は女性から、過去に医師による口唇ヘルペスの

診断と治療歴があることや一般用医薬品の口唇ヘルペス再発治療薬を使用し

た経験があることを聴取した。症状について詳しく確認したところ、今回は患

部が口唇ではなく眼瞼であった。薬剤師は眼瞼の症状に対してヘルぺシアクリ

ームは使用できないことを説明し、医療機関を受診するよう勧めた。 

【背景・要因】 

 女性は、一般用医薬品の口唇ヘルペス再発治療薬を眼瞼の症状にも使用して

よいと思っていた。 

【薬局から報告された改善策】 

 一般用医薬品等を販売する際は、使用者の治療歴や現在の症状などの確認を

徹底する。 

その他の情報 ヘルぺシアクリーム（第一類医薬品）の添付文書 （一部抜粋） 

使用上の注意 

 してはいけないこと 

 ２ 次の部位には使用しないでください 

 （１）目や目の周囲（目に入って刺激を起こす可能性があります） 

効能 

 口唇ヘルペスの再発 

 （過去に医師の診断・治療を受けた方に限る） 

 （２０２６年１月８日現在） 

事例のポイン

ト 

・眼瞼ヘルペスと口唇ヘルペスは、どちらも主に単純ヘルペスウイルスⅠ型に

よる疾患であるが、眼瞼ヘルペスは結膜炎や角膜炎を併発することがあり、

視力障害を引き起こす可能性があるため、早期に眼科や皮膚科を受診する必

要がある。 

・本事例は、薬剤師が購入希望者から症状や患部などの詳細な情報を聴取した

結果、一般用医薬品の販売は不適切と判断し、受診勧奨を行った好事例であ

る。購入者が一般用医薬品や要指導医薬品を適正かつ安全に使用するため

に、薬剤師には適切な情報収集、販売可否の判断、使用者への情報提供が求

められる。 

・本事業には、本事例のように一般用医薬品や要指導医薬品の不適切な販売を

回避した事例だけでなく、誤って購入者に禁忌の薬剤を販売した事例なども

報告されている。一般用医薬品等の適正使用を推進するためには、薬局にお

いて関連する事例を共有し、適正かつ安全に販売するための対策を講じるこ

とが有用である。薬局で起きた一般用医薬品等に関する事例を積極的にご報

告いただければ幸いである。 
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○医療事故調査・支援センター２０２５年年報の公表について 
 
 令和８年３月、一般社団法人日本医療安全調査機構より標記事業の２０２５年年報

が公表されました。 
 この年報によると、２０２５年の医療事故調査の実施に関する相談件数は２，１６

１件で、前年は２，０４３件でした。院内調査結果報告件数は３６０件で主な内訳は、

手術（分娩を含む）１５８件、処置３９件、徴候・症状２６件、投薬・注射２２件の

順となっています。なお、人口１００万人当たりの都道府県医療事故発生報告件数は、

山梨県２．１件となっています。 
 本報告書の全文につきましては、日本医療安全調査機構ホームページに掲載されて

おります。 
（https://www.medsafe.or.jp/med-cms/wp-content/uploads/2026/03/nenpou_r7_all.pdf） 
 

 

 

 

 

 

 

日本薬剤師会からのお知らせ 
 

○医療事故の再発防止に向けた警鐘レポートＮｏ．５の公表について 

 
 標記の件につきまして、日本薬剤師会を通じて、厚生労働省医政局地域医療計画課

医療安全推進・医務指導室長よりお知らせがありました。 
 医療事故調査制度につきましては、平成２７年１０月から、医療事故が発生した医

療機関において院内調査を行い、医療事故調査・支援センターにおいて、その調査報

告を収集し、整理・分析することで医療事故の再発防止につなげ、医療の安全を確保

することを目的として実施されております。 
 また、センターは再発の防止に関する普及啓発を行うこととされており、今般、医

療事故の再発防止に向けた警鐘レポートＮｏ．５として、「血管内治療時の大腿動脈

穿刺に伴う後腹膜出血による死亡（以下「レポート」という。）が公表されました。 
 レポートについては、医療事故調査・支援センターのホームページに掲載されてお

ります。 
（https://www.medsafe.or.jp/） 
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○抗てんかん剤に係る自動車運転等についての注意喚起に関する情報提

供について 
 
 標記の件については、日本薬剤師会を通じて厚生労働省より連絡がありました。 
 今般、抗てんかん剤であるカルバマゼピン、バルプロ酸ナトリウム、ラモトリギン、

ラコサミド、レベチラセタムを有効成分とする医薬品において、一般社団法人日本て

んかん学会から提出された「抗てんかん剤の添付文書における自動車の運転等に関す

る注意喚起の改訂についての要望書」を受け、令和７年度第１０回薬事審議会医薬品

等安全対策部会安全対策調査会にて審議の結果、てんかんに係る効能に限り、医師が

日本てんかん学会作成の留意事項に基づき、個別の患者の状態に応じ、自動車の運転

等危険を伴う機械を操作することの適否を判断することが可能となりました。 
 

 

○日薬ニュース 
【第３１９号】 
 ・令和８年度診療報酬改定等について 

 ・日薬 指定濫用防止医薬品販売等手順書モデル等を作成 

 ・第５９回日薬学術大会（新潟大会）一般演題募集開始！ 

 ・日本薬剤師会会員向けサービスのご案内 
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